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新庄市ホームページ
https://www.city.shinjo.yamagata.jp
メール  seisaku@city.shinjo.yamagata.jp

新庄市役所℡22-2111
ファクス22-0989

新庄市 LINE
公式アカウント

かむてん
チャンネル

第18回新庄凧
フェスティバル2025

◼とき　6月15日㈰午前9時30分～正午
◼ところ　最上中央公園
◼内容　①子どもたちによる凧揚げ
②全国の凧揚げ名人によるデモンスト
レーション
③隠明寺大凧揚げチャレンジ
※天候、その他の事情により時間や内
容を変更する場合があります。

◎隠明寺凧保存会 ℡22-0666

「新庄市地域福祉計画・新庄市地域
福祉活動計画推進委員会」委員募集

◼応募資格　①～⑤全てに該当する方
①市内在住、②福祉に関心がある、③公益性の観点から意見
を述べられる、④市職員または市議会議員ではない、⑤本市
の他の委員ではない
◼募集人数　2名程度
◼任期　委嘱の日から令和9年3月31日㈬まで
◼活動内容　本市の福祉施策に対する提言など
◼応募方法　申込書に必要事項を記載の上、郵送、Ｅメール

（seijinhukusi@city.shinjo.yamagata.jp）、または持参ください。
◼応募締切　6月13日㈮（必着）　※募集要領および申込書
様式など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

◎成人福祉課地域福祉係　℡29-9117

第９回市民プラザ名画座

◼内容　映画上映①幻の光、②GO
◼出演　①江角マキコ・浅野忠信 他、
②窪塚洋介・柴咲コウ 他
◼とき　7月21日（月・祝）①午後1時
～、②午後3時15分
◼チケット料金　2本で900円
◼チケット販売　市民プラザ、市民文
化会館で販売中。※全席自由

◎市民プラザ ℡22-4200

無料調停相談会

　相談には新庄調停協会の民事・家事
調停員が当たります。予約は不要です。
お気軽にお越しください。
◼相談内容　金銭賃借、土地建物、交
通事故、離婚、相続、家庭内紛争、クレ
ジット、多重債務など
◼とき　6月15日㈰午前10時～午後
3時
◼ところ　ゆめりあ2階会議室
◎新庄調停協会 　℡22-0265

オストメイトと家族の研修会

◼対象　人工肛門・膀胱所有者と家族の方
◼とき　6月15日㈰午前9時30分～午前11時30分
◼ところ　最上センター薬局３階会議室
◼内容　腸閉塞予防オストメイトが気を付けたい食物など
◼講師　県立新庄病院管理栄養士　高橋由紀子氏
◼定員　20名　◼参加費　資料代300円（会員は無料）

◎（公社）日本オストミー協会山形県支部　℡0235-33-3533

無料人権なんでも相談所

　どんなことでもお気軽にご相談ください。
◼とき　6月7日㈯午前10時～午後3時
◼ところ　山形地方法務局新庄支局

◎新庄人権擁護委員会協議会　℡22-7528

上下水道課からのお知らせ

口座再振替のお知らせの終了について
　これまで水道料金・下水道使用料・農業集落排水処理施設
使用料の口座振替ができなかった場合、口座再振替のお知ら
せを送付していましたが、4月分のお知らせをもって終了します。
振替口座の残高確認を忘れずにお願いします。

督促手数料の廃止について
　水道料金などについて、納期限を過ぎても納付確認ができ
ない場合は、督促状を送付しています。令和7年4月1日以降
に送付する督促状からは、督促手数料は廃止されました。
※督促状は、これまでどおり送付されます。3月31日までに送
付した督促状については、督促手数料（70円）を徴収します。

◎上下水道課経営管理普及係　℡29-5829

国家公務員税務職員採用試験（高卒程度）

◼第1次試験日　9月7日㈰
◼申込方法　インターネット
◼申込期間　6月13日㈮～25日㈬
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

◎人事院東北事務局　℡022-221-2022

県警察官（Ａ・Ｂ区分）・県警察行政（大卒程
度・高卒程度)の募集

※詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、
または新庄警察署にお問い合わせください。
◼第1次試験日
　県警察官Ａ区分：7月13日㈰、Ｂ区分：9月21日㈰
　県警察行政大卒程度：6月15日㈰、高卒程度：9月28日㈰

◎新庄警察署警務課　℡22-0110
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ベ
ン
ト
や
行
政
案
内

ま
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の
情
報
な
ど
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介
す
る
ペ
ー
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す
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認
定
こ
ど
も
園
か
ら

「
開
放
日
の
お
知
ら
せ
」

◼
対
象　
入
園
前
の
２・３
歳
児
と
そ
の
保
護
者

◼
と
き　
６
月
19
日
㈭
、９
月
19
日
㈮
、11
月
５
日

㈬　
午
前
９
時
30
分
～
午
前
11
時

◼
参
加
費　
無
料

◼
定
員　
10
組
程
度

◼
と
こ
ろ　
認
定
こ
ど
も
園
金
沢
幼
稚
園

◼
内
容　
在
園
児
が
生
活
し
て
い
る
園
内
を
開
放

し
ま
す
。
親
子
で
自
由
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

◼
持
ち
物　
内
履
き
、帽
子
、水
筒
な
ど

◼
申
込
締
切　
各
開
催
日
の
２
日
前（
※
要
電
話

申
し
込
み
）

◎
認
定
こ
ど
も
園
金
沢
幼
稚
園 

℡
22‐６
０
５
２

年
金
の
相
談
の
際
は

ご
予
約
く
だ
さ
い

　
年
金
事
務
所
で
は
、予
約
制
に
よ
る
年
金
相
談

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
予
約
さ
れ
た
方
は
専
用
ブ
ー

ス
で
、優
先
的
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、事
前
に
相
談
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
で
、ス

ム
ー
ズ
な
相
談
が
可
能
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

◼
受
付
期
間　
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前
～
前
日

◼
受
付
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
４
時

◼
予
約
方
法　
電
話（
自
動
音
声
案
内「
１
番
」の

後
に「
２
番
」を
押
し
て
く
だ
さ
い
）※
予
約
の
際
は
、

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年
金
手
帳
や
年

金
証
書
な
ど
）を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

◎
新
庄
年
金
事
務
所	

℡
22‐２
０
５
０

「
里
親
」に
な
り
ま
せ
ん
か

里
親
説
明
会
の
開
催

　
里
親
と
は
、事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
す
こ
と
の

で
き
な
い
子
ど
も
を
、県
か
ら
の
委
託
で
一
定
期
間

養
育
し
て
い
た
だ
く
方
で
す
。
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◼
対
象　
里
親
に
興
味
が
あ
る
方
、里

親
に
な
り
た
い
方

◼
と
き　
6
月
21
日
㈯
午
前
10
時
～
正
午

◼
と
こ
ろ　
ゆ
め
り
あ
2
階
会
議
室

◼
内
容　
里
親
制
度
に
つ
い
て
の
説
明
、里
親
の
体

験
談
の
紹
介　
　
　
　
　
　
　

◼
申
込
締
切　
6
月
13
日
㈮

※
里
親
登
録
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、本
説
明
会
の

参
加
が
必
須
で
す
。

◎
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
チ
ェ
リ
ー 
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０
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３
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８
４
）７
１
１
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エ
イ
ズ
終
日
相
談・検
査

　
匿
名・無
料
で
エ
イ
ズ
終
日
相
談・検
査
を
実
施
し
ま

す
。
相
談
及
び
検
査
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
Ｈ
Ｉ

Ｖ
検
査
結
果
は
採
血
か
ら
約
30
分
後
に
判
明
し
ま
す
。

◼
対
象　
感
染
を
心
配
さ
れ
て
い
る
方

◼
と
き　
６
月
３
日
㈫
午
前
９
時
～
午
後
４
時

◼
と
こ
ろ　
最
上
保
健
所

◼
参
加
費　
無
料

◼
定
員　
12
名　
　

◼
申
込
締
切　
６
月
２
日
㈪

◎
最
上
保
健
所
保
険
企
画
課
感
染
症
対
策
担
当

	

℡
29‐１
２
６
８

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転

事
業
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て

◼
対
象　
令
和
８
年
度
に
対
象
区
域
内
に
あ
る
既

存
の
住
宅
等
か
ら
の
移
転
を
行
う
方

◼
内
容　
災
害
危
険
区
域
、が
け
地
区
域
、土
砂
災

害
警
戒
区
域
の
区
域
内
に
あ
る
既
存
の
住
宅
等
か
ら

の
移
転
を
行
う
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
区
域
や

移
転
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◼
申
込
締
切　
８
月
30
日
㈯

◎
都
市
整
備
課
ま
ち
づ
く
り
推
進・雪
対
策
係

℡
29‐５
８
２
２

講
座
：「
雪
調
と
甚
次
郎
さ
ん
と
新

庄
町
の
人
々
」

◼
と
き　
６
月
８
日
㈰
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◼
と
こ
ろ　
雪
の
里
情
報
館
２
階
雪
国
文
化
ホ
ー
ル

◼
内
容　
昭
和
初
期
に
こ
の
地
に
設
置
さ
れ
た
雪
調

と
松
田
甚
次
郎
さ
ん
の
関
わ
り
、恐
慌・大
雪・戦
争
と

多
事
多
難
の
危
機
の
時
代
の
新
庄
町
に
関
す
る
講
座

◼
講
師　
安
達
和
明
氏（
雪
調
の
会
）

◼
参
加
費　
５
０
０
円（
資
料
代
）

◼
定
員　
40
名　
◼
申
込
締
切　
６
月
７
日
㈯

◎
雪
の
里
情
報
館 

 

℡
22‐７
８
９
１

郷
土
料
理
教
室

◼
と
き　
７
月
３
日
㈭
午
９
時
30
分
～
午
後
１
時

◼
と
こ
ろ　
市
民
プ
ラ
ザ
３
階
調
理
実
習
室

◼
メ
ニ
ュ
ー　
笹
巻
き
、肉
汁
、凍
み
大
根
の
煮
物
、

旬
野
菜
の
漬
物

◼
講
師　
市
食
生
活
改
善
推
進
員

◼
持
ち
物　
三
角
巾
、エ
プ
ロ
ン
、マ
ス
ク
、ハ
ン
ド

タ
オ
ル

◼
定
員　
15
名

◼
材
料
費　
７
０
０
円

◼
申
込
締
切　
６
月
23
日
㈪

◎
健
康
課
健
康
推
進
係 

℡
29‐５
７
９
１
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6月のマイナンバーカード
夜間休日窓口

◼とき　6月11日㈬・25日㈬午後5
時15分～午後7時、6月15日㈰午前
9時～正午
◼ところ　市民課
◼内容　平日に来庁できない方のた
めに、マイナンバーカードに関する以
下の手続きのみ対応します。
・受け取り・更新・申請サポート（無料
写真撮影）・住所変更・暗証番号変更
◎市民課住民・年金係 ℡29-5818

市営住宅入居者募集

募集住宅 戸数 家賃（月額）
北新町団地 1戸 13700円～
玉の木団地 1戸 14900円～
野際団地 2戸 22800円～

小桧室団地 2戸 24700円～
東山団地 2戸 14700円～

◼申込資格　次の全てに該当する方
①住宅に困窮している、②単身入居で
はない（60歳以上は単身可）、③収入
基準に合う、④税金の未納がない、⑤
暴力団員ではない　◼内覧日　6月
11日㈬午前11時～午後3時　
◼入居可能日　8月4日㈪以降　
◼申込期間　6月9日㈪～13日㈮の
午前9時～午後5時（平日のみ、13日
㈮は午後7時まで受付）※申込時に申
込資格を確認しますので、前年の収入
が分かるものを持参してください。
◎都市整備課庶務・住宅係　℡29-5821

第45回
新庄美術協会会員小品展

新庄美術協会会員の小品展が2年ぶ
りに開催されます。
◼とき　6月4日㈬～6月8日㈰
◼ところ　市民プラザ1階ロビーギャラリー
◎新庄美術協会事務局　℡26-2052

新
庄
弓
道
連
盟

「
弓
道
教
室
」参
加
者
募
集

　
弓
道
を
基
礎
か
ら
学
び
、段
位
の
取
得
を
目
指

し
ま
す
。

◼
と
き　
６
月
19
日
～
10
月
30
日
の
毎
週
木
曜
日

（
全
20
回
）午
後
７
時
30
分
～
午
後
８
時
30
分

◼
と
こ
ろ　
市
武
道
館
弓
道
場

◼
参
加
費　
年
間
１
万
２
５
０
０
円
、別
途
保
険
料

◼
定
員　
15
名

※
申
込
締
切
な
ど
、詳
し
く
は
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
講
に
必
要
な
道
具
は
連
盟
で
準
備
し
ま
す
の

で
、運
動
し
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
市
弓
道
連
盟・伊
藤 

 
 

℡
０
８
０（
３
０
９
０
）３
５
２
６

「
お
祭
り
歯
っ
ぴ
い
」開
催

◼
と
き　
６
月
14
日
㈯
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

◼
と
こ
ろ　
ゆ
め
り
あ
１
階
花
と
緑
の
交
流
広
場

◼
内
容　
無
料
フ
ッ
素
塗
布（
小
学
生
以
下
の
児
童

の
み
）、歯
科
相
談
、お
楽
し
み
コ
ー
ナ
ー（
か
や
の

み
会
に
よ
る
紙
芝
居
、ユ
メ
リ
オ
ン
シ
ョ
ー
＆
撮
影

会
）

◎
健
康
課
母
子
保
健
係 

　
　
℡
29‐５
７
９
０

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

◼
対
象　
危
険
物
取
扱
者
免
許
状
を
所

持
し
、危
険
物
取
扱
業
務
に
従
事
す
る
方

は
、３
年
に
１
回
の
受
講
が
必
要
で
す
。

◼
と
き　
一般
講
習
：
９
月
８
日
㈪
午
後
１
時
30

分
～
、給
油
取
扱
所
講
習
：
９
月
９
日
㈫
午
前
９

時
～

◼
と
こ
ろ　
最
上
総
合
支
庁

◼
受
付
期
間　
６
月
16
日
㈪
～
７
月
11
日
㈮

◎
最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部
予

防
課 

℡
25‐８
７
７
６

第
11
回
お
抹
茶
体
験
教
室

◼
と
き　
６
月
１
日
㈰
、15
日
㈰
、29
日
㈰
午
後
２

時
～

◼
と
こ
ろ　
市
民
プ
ラ
ザ
２
階
風
流
庵

◼
内
容　
茶
室
の
歩
き
方
、お
茶
の
立
て
方・飲
み

方
、お
茶
会
体
験

◼
参
加
費　
１
回
当
た
り
千
円

◼
申
込
締
切　
各
回
の
１
週
間
前
ま
で

◼
申
込
方
法　
電
話

◎
表
千
家
同
門
会
新
庄
地
区
事
務
局（
戸
蒔
） 

 

℡
22‐４
９
１
９

森
の
案
内
人
養
成
講
座

◼
対
象　
県
内
在
住
の
高
校
生
以
上
の
方

と
　
き

内
容

６
月
15
日
㈰

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

夏
の
講
座

11
月
３
日（
月・祝
）

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

秋
の
講
座

令
和
８
年
２
月
28
日
㈯

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

冬
の
講
座

◼
と
こ
ろ　
遊
学
の
森「
木
漏
れ
日
館
」

◼
参
加
費　
無
料（
秋
の
講
座
は
昼
食
代
３
０
０
円
）

◼
定
員　
各
回
20
名
程
度（
先
着
順
）

◼
申
込
締
切　
各
回
開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で

◎
最
上
総
合
支
庁
森
林
整
備
課
森
づ
く
り
推
進
室  

 

℡
29‐１
３
５
０

市
民
茶
会「
月
釜
」

◼
と
き　
６
月
８
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◼
と
こ
ろ　
市
民
プ
ラ
ザ
２
階
風
流
庵

◼
茶
券　
７
０
０
円

◼
内
容　
表
千
家　
油
谷
宗
孝
社
中
に
よ
る
茶
会

◎
市
民
プ
ラ
ザ 

℡
22‐４
２
０
０

PICK
UP!

PICK
UP!



4
SH
IN
JO
 PU
BLIC

 RELATIO
N
S IN

FO
RM
ATIO

N

令
和

7年
5月

26日
号

　
▪

編
集

・
発

行
／

新
庄

市
 総

合
政

策
課

   〒
996–8501 新

庄
市

沖
の

町
10–37 TE

L.0233–22–2116　
▪

制
作

・
印

刷
／

共
栄

印
刷

株
式

会
社

　
13,550部

発
行

6月の各種日程など

健康課わらすこ
ひろば
わらすこ
ひろば

WARASUKO HIROBA

5日㈭ 栄養・子育て相談（予約制）
6日㈮ お楽しみタイム

12日㈭ 1・2歳児交流会  「消防署見学」
23日㈪ 読み聞かせの日
26日㈭ 栄養・発達相談（予約制）
27日㈮ お楽しみタイム

あそびの広場
保健センター
10日㈫・24日㈫午前10時～午前11時  
わくわく新庄
3日㈫・17日㈫午前10時～午前11時
萩野地区公民館
20日㈮午前10時15分～午前11時15分  
◎市子育て支援センター  ℡22 -5115

夜間・休日の診療は、県立新庄病院「地域救命救急センター」へ  ℡22-5525

受付時間 重症度 担当医師
月～土曜日
日曜日・祝日

：午後7時～午後9時
：午前9時～午後5時

軽症 医師会所属の派遣医師
重症 病院勤務医師

上記以外の時間帯 軽症・重症 病院勤務医師
※日ごろからかかりつけ医をもち、適正受診を心掛けましょう。

◎健康課健康推進係　℡29 -5791／◎健康課母子保健係　℡29 -5790

各種健診など
対象者には案内をお送りしていますの
で、忘れずに受診しましょう。 
人間ドック・特定健診・がん検診

9日㈪・11日㈬・16日㈪・17日㈫・19日
㈭・21日㈯・23日㈪・25日㈬・26日㈭
／最上検診センター

4カ月児健診
〈令和7年2月生〉25日㈬／保健センター

1歳6カ月児健診
〈令和5年12月生〉18日㈬／保健センター

2歳児歯科健診
〈令和4年12月生〉4日㈬／保健センター

3歳児健診
〈令和3年12月生〉12日㈭／保健センター

※4カ月児健診から3歳児健診の対象
者には、時間などを個別に案内します。

相談など
はじめての離乳食教室

19日㈭午前10時～午前11時30分／
保健センター　受付：午前9時45分
乳幼児相談&あそびの広場

10日㈫・24日㈫午前9時30分～午前11
時／保健センター　身体計測や育児相談

プレママ広場
10日㈫午後1時30分～午後3時／保
健センター　6日㈮まで要予約

こころの健康相談
17日㈫午後1時30分～午後3時／保
健センター　応対は臨床心理士、10
日㈫まで要予約
暮らしの悩み相談（司法書士相談）
多重債務や家庭問題などの相談
申し込み後に日程調整（夜間可）

6月30日が納期限の市税・保険料

◼市県民税1期

※銀行・コンビニ・スマホアプリなどで、
納期内に納付しましょう。
◎税務課納税係 ℡29 -5539

税務課

市民相談室
登記相談

10日㈫午前10時～午後3時／市民相談室分室
応対は司法書士、土地家屋調査士（要予約）
◎市民相談室 ℡22-2121

行政相談
20日㈮午前9時～午前11時／市民
相談室分室　応対は行政相談委員
◎市民相談室 ℡22-2121

無料弁護士相談
19日㈭午後1時30分～午後4時／
市社会福祉協議会1階和室　相談時
間は30分、2日㈪より予約開始。
◎市社会福祉協議会 ℡22 -5797

　食育とは、生涯にわたって健康であるために望ましい食生
活を送ることができる人間を育てることです。そのためには
食に関する正しい知識や、食を選択する力が必要です。また、
健康を保つためには食習慣がとても大事です。そのための
第一歩として適塩（適量の塩分摂取）を心がけましょう。
【健康は自分自身で守るもの。毎日どんな食事をとるかが大事です】
令和6年度	食育地産地消推進標語コンク－ル	新庄市長賞

　市内小学生を対象に、食育・地産地消を推進するための標語の募集を行って
います。昨年は1009作品の応募をいただきました。ありがとうございました。
令和６年度の新庄市長賞をご紹介します。

「まごころの　こもったご飯に　金メダル」
	萩野学園5年　後

ごとう
藤璃

り の
乃さん　（令和6年度時点）

※市長賞の作品は、市役所正面玄関（左側）に1年間掲示します。
◎健康課健康推進係　℡29 -5791

6月は食育月間です


